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～今年も地域の課題を解決するコミュニティビジネスが生まれます～ 

 

（財）横浜企業経営支援財団と横浜市では、平成17年度より、コミュニティビジネスの新規創業や新事業展開を支援するた

め、「チャレンジコミュニティビジネス支援事業」を実施しています。 

このたび、平成２０年度の助成対象プランが、以下の      ５ 件 （応募数１３件）に決まりました。 
 

■ 平成２０年度 チャレンジコミュニティビジネス支援事業 助成対象プラン 
 

【創業・新事業展開プラン】（助成限度額１００万円、助成対象経費の１／２以内） 

事業主体名 

（代表者名） 
所在地 ビジネスプラン名 事業概要 区分 

音伽舎（おとぎや） 

（鈴木 美子） 

港北区 

大倉山 

音楽とお話で子どもの感性

をはぐくむお母さん参加型の

乳幼児教室 

音楽家と保育士の 2人の専門知識を掛

け合わせて、0歳から音楽とお話しで子ども

の感性を育む、お母さん参加型の乳幼児

教室を設立。 

お母さんが子どもと音楽・お話しの楽しさ

を共有することで、子どもに聴く力や集中力

をつけるだけでなく、お母さんの支えにもし

ていく「音伽メソッド」を提供する。 

 

新事業

展開 

特定非営利活動法人 

ワーカーズ・コレクティ

ブ協会 

（一色 節子） 

中区 

南仲通 

コミュニティキッチン（就労弱

者の働き場・社会参加推進）

事業 

瀬谷区内で、人員不足により廃業予定で

あった総菜弁当店を同法人が引き継ぎ、事

業を継続させると同時に、就労弱者、特に

知的障がい者の就労・教育訓練の場として

いく。この店舗は、添加物を極力使わず安

全に配慮した総菜を長年に渡って地域に提

供してきたが、その経営方針は維持しつ

つ、福祉の場として活用する。 

新事業

展開 

SODA 株式会社 

（高島 好美） 

都筑区 

牛久保 

地域密着型 英語による幼

児保育、習い事併設の学童

保育施設の運営 

同社の経営者は、学童保育廃止後の代

替受け入れ施設での勤務経験から、今の

子どもにとって最も必要な「安全に過ごせる

居場所づくり」の必要性を感じ創業した。同

時に、英語教室での講師経験から、地域の

子どもたちに英語を学べる環境を整え、学

びと交流の場を提供している。 

創業 
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有限会社すまいる 

（渡邊 哲） 

磯子区 

磯子 
すまいるくらぶ 

同社は磯子区で針灸マッサージ事業を

営んできたが、脳梗塞や寝たきりになって

しまった方のリハビリ支援を通じて、そのよ

うな方の体力向上の必要性を痛感し、トレ

ーニング施設を開業した。現在、地域の高

齢者や介護認定者の方に、体力向上支援

サービスを提供している。 

新事業

展開 

財団法人 YWCA 

（唐崎 旬代） 

中区 

山下町 

花が楽しめる「花花カフェ」

事業 

同法人は、精神障がいを持つ女性を支

援するためのボランティアグループと連携

し、そのような女性たちが家に閉じこもりが

ちである現状を打開したいと考えた。同法

人では YWCA 会館を事業の場として提供

し、就労(社会復帰)支援のためのカフェ事

業を行うことにした。精神の安定につながる

生花も取扱商品とし、カフェでの接客を通じ

た就労トレーニングの場を提供することで、

障がいをもつ女性たちの社会復帰を支援

する。 

新事業

展開 

※ 助成対象プランは、豊かな地域社会づくりと地域経済の活性化をめざすコミュニティビジネスの 

モデルとして、横浜市が認定します。 

【 参 考 】 

■ チャレンジコミュニティビジネス支援事業について 

「チャレンジコミュニティビジネス支援事業」とは、ビジネスプランを募集し、 
優秀なプランと認められたものについて、立ち上げ経費の一部助成と専門家による 
経営支援により、ビジネスプランの事業化を支援するものです。 

   助成対象とならなかったプランについても、事業化に向けた、専門家の支援が受けられます。 
 
◆ 助成金について 

 新規創業プラン 新事業展開プラン 

対象者 
当該ビジネスプランにより 

創業する方 
当該ビジネスプランを事業展開する 

既存事業者 

限度額 
 

100万円 
 

交付率 助成対象経費の1／2以内 

 
◆ 助成の対象となる事業 
次のいずれにも該当するものとします。 
(1) 市内で行われる事業 
(2) ２０年度中に創業または事業開始するもので、2１年度以降も継続した運営が行われる事業 

 
◆ 経営支援について 
助成対象とならなかったビジネスプランについても、その段階に応じて、（財）横浜企業 

    経営支援財団に登録している専門家による、事業化に向けた支援が受けられます。 
 
◆ 審査基準、審査委員 

   「地域貢献性」、「計画実現性」、「事業収益性」を総合的に判断。審査委員は、学識者、専門家、 
コミュニティビジネス支援団体、行政の合計6名で構成されています。 

 
◆ 募集期間  
平成２０年９月 １日～９月３０日  


